
北上市告示甲第43号 

 

北上市障害者等日中一時支援事業費補助金交付要綱（平成18年北上市告示第1 1 2号）の一部を次のように改正し、令和５年７

月１日から施行する。 

 

 令和５年６月19日 

北上市長 八重樫 浩 文       

 

改正前 改正後 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 (1)～(4) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

（補助金の額） 

第３ 補助金の額は、利用者が利用した所要時間に応じ、別表

第１に定める補助基準額に別表第３に定める補助割合を乗じ

て得た額（１円未満の端数は、切り捨てる。）とする。ただ

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 (1)～(4) ［略］ 

 (5)  強度行動障害者等 多動、自傷、異食等生活環境への著

しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導訓練を行わ

なければ日常生活を営む上で著しい困難が認められる者と

して市長が認めるものをいう。 

(6)  重症心身障害者等  重度の知的障害及び重度の肢体不自

由が重複している者をいう。 

（補助金の額） 

第３ 補助金の額は、利用者が利用した所要時間に応じ、別表

第１に定める補助基準額に別表第３に定める補助割合を乗じ

て得た額（１円未満の端数は、切り捨てる。）とする。ただ



し、利用者のうち重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重

複している者が、次に掲げる事業所が実施する日中一時支援

事業を利用した場合においては、別表第２に定める補助基準

額に別表第３に定める補助割合を乗じて得た額（１円未満の

端数は、切り捨てる。）とする。 

 (1)～(3) ［略］ 

別表第１（第３関係） 

 ［略］ 

備考 １・２ ［略］ 

 

 

 

 

 

別表第２（第３関係） 

 ［略］ 

備考 １・２ ［略］ 

 

 

 

し、利用者のうち重症心身障害者等が、次に掲げる事業所が

実施する日中一時支援事業を利用した場合においては、別表

第２に定める補助基準額に別表第３に定める補助割合を乗じ

て得た額（１円未満の端数は、切り捨てる。）とする。 

 

(1)～(3) ［略］ 

別表第１（第３関係） 

 ［略］ 

備考 １・２ ［略］ 

   ３ 次の各号に掲げる利用者に対し日中一時支援事業

を提供したときは、１日につき当該各号に定める額

を加算する。 

(1) 強度行動障害者等 2 , 0 0 0円 

(2) 重症心身障害者等 2 , 0 0 0円 

別表第２（第３関係） 

 ［略］ 

備考 １・２ ［略］ 

   ３ 強度行動障害者等である利用者に対し日中一時支

援事業を提供したときは、１日につき2 , 0 0 0円を加

算する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第３号を次のように改める。 



様式第３号（第６関係） 

 

    年  月分    日中一時支援事業サービス提供実績記録票 

事 業 利 用 者 番 号   
事業利用者氏名 

(保護者氏名 ) (         ) 
  

契 約 利 用 日 数 

(補助対象利用上限

日数) (                   ) 

事 業 者 名   

補 助 基 準 額 

１ 時 間 以

上 ２ 時 間

未満 

２時間以上

４時間未満 

４時間以上

６時間未満 

６時間以上

８時間未満 

８時間以上

10時間未満 
10時間以上 

市補助

割合 

円 円 円 円 円 円 

  送迎加算（片道分） 円 入浴加算（１回分） 円 

強度行動障害加算 円 重症心身障害加算 円 

補 助 基 準 額 

(重心) 

１ 時 間 以

上 ２ 時 間

未満 

２時間以上

４時間未満 

４時間以上

６時間未満 

６時間以上

８時間未満 

８時間以上

10時間未満 
10時間以上 

市補助

割合 

円 円 円 円 円 円 

  送迎加算（片道分） 円 入浴加算（１回分） 円 

強度行動障害加算 円   

 

日
付 

曜
日 

サービス提供時間 算定 

時間

数 

送

迎 

入

浴 

強度

行動

障害 

重症

心身

障害 

補 助 

基 準 額 

利 用 者 

負 担 額 

(１円未満切

上げ) 

補 助 

申 請 額 開 始

時 間 

終 了

時 間 
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